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ワクチンの種類 水痘ワクチン
（生ワクチン）

帯状疱疹ワクチン
（不活化ワクチン）

接種回数 １回 ２回

助成額

　上限額　１回につき４，０００円
　　　　　１人１回まで

　上限額　1回につき１０，０００円
　　　　　１人２回まで

　　　　　接種費用の２分の１（１００円未満切捨て）または
　　　　　上記上限額のいずれか低い額

※どちらかのワクチンで生涯に一度限り助成を受けられます。
※令和６年３月以前に受けた予防接種の費用は、助成の対象となりません。

ワクチンの種類及び助成額・助成回数

▲協定締結後の奄美市の安田市長（左）と芝山町麻生町長（右） ▲協定を締結記念に記念品を交換しました
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鹿児島県奄美市　×　千葉県芝山町
「空港で結ぶ友好都市」協定締結について

総務課 情報公聴係 ☎77-3921問

■主旨
　平成26年７月１日、奄美空港と成田国際空港とを結ぶ新規路線として航空会社のバニラ・エア（現
在はピーチアビエーションが承継）が就航しました。これを契機とし10年の間で、奄美市と芝山町は
交流を重ね関係性を深めてきました。
　本年、路線就航から10周年の節目を迎えるにあたって、これまで温めてきた交流の絆を強固にし、
さらなる交流拡大へと繋げていくため、両自治体において「空港で結ぶ友好都市」協定を締結しました。

■協定内容
・目 的：これまでの交流実績を基に、さらなる交流の深化を図ること
・テ ー マ：「人と人を空で結び　ともに羽ばたく友好都市」
・重点項目
　　１．産業振興・観光交流に関する相互協力
　　２．未来を担う子ども達の交流
　　３．その他空港を活かしたまちづくりに関する事業

■締 結 式
・期　日：７月１日㈪
・場　所：鹿児島県奄美市役所
・出席者：【奄美市】安田市長、奥議長、諏訪副市長、教育長　ほか
　　　　　【芝山町】麻生町長、伊橋議長、岩澤副議長　ほか

７月１日　協定締結


